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■町内診療所の診療日時（平成18年3月1日以降）
１８：３０１７：３０１６：３０１５：３０１４：３０１３：３０１２：３０１１：３０１０：３０９：３０８：３０

診 療 日
１８：００１７：００１６：００１５：００１４：００１３：００１２：００１１：００１０：００９：００

月・火・木・金・土曜日
落合診療所
�５３-２４１６

月曜日
幾寅診療所
�５２-２４１４

火曜日～金曜日

月・火・木・金曜日
金山診療所
�５４-２３０１ 夜間診療夜間診療予約受付

月曜日～
土曜日（第２・４・５）歯科診療所

�５２-２４５２
土曜日（第１・３）

�
2月28日まで
毎週月～土曜日
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3月1日から
毎週月・火・木・金・土曜日

が診療時間となります。 ● 問い合わせ先 ●　保健福祉課（国保医療係）� 52-2144

３月１日から町立落合診療所の診療日が変わります
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申告に必要なもの
①　給与所得のある方は、勤務先から発行さ
れた「給与所得の源泉徴収票」

②　年金所得のある方は、社会保険庁から郵
送された「公的年金等の源泉徴収票」

③　事業所得のある方は、収支決算書など

④　昨年中に支払った国保税、介護保険料の
領収書、社会保険料（国民年金保険料）控除
証明書

⑤　生命保険料控除や損害保険料控除を受け
る場合は、保険料の「払込証明書」

⑥　医療費控除を受ける場合は、受診者ご
と・病院ごと・日付順に整理された領収書

⑦　所得税の還付申告をされる方は、預貯金
　通帳など口座番号のわかるもの　

⑧印鑑

日 程 表

場 所実 施 時 間地 区実 施 日

下金山地区多目的センター15：00～9：30下金山３月６日（月）

金山地区コミュニティセンター16：00～9：30金 山３月７日（火）

落合地区多目的センター1６：00～9：30落 合３月８日（水）

役 場 大 会 議 室16：00～13：00
北落合

３月９日（木）
幾 寅

● 問い合わせ先 ● 
町民税務課（税務係） � 52-2145

申告をしなければならない方
1　平成18年1月1日現在、町内に居住している方で、平成17年中
に所得のあった方

2　国民健康保険に加入されている方（子どもなど年齢や所得の有
無に係わらず、加入されている方全員）

ただし、次に該当する方は申告をする必要はありません。

�　既に平成17年分所得税の確定申告を終えている方

�　給与所得のみで他の所得がなく、年末調整が行われている方


